
社会福祉法人やすらぎ会行動計画 

 

 職員が仕事と子育てを両立することができ、職員全員が働きやすい環境をつく

ることによって、全ての職員がその能力を十分に発揮できるようにするため、次

のように行動計画を策定する。 

 

 

１．計画期間 令和５年２月１日～令和１０年１月３１日までの ５年間 

 

２．内容 

 <対策> 

 ●令和５年 １月～ 休業の取得の方法や、保険料等免除等に関すること、給

付金に関する事の周知資料を作成する。 

所属長や職員への周知を行う。 

 

 ●令和５年 ３月～ 職員等への周知を強化すると共に、対象職員には書面

資料にて説明し、休業取得の有無も書面で確認する。 

            

 

  

目標１：男性の育児休業（出生時育児休業含む）制度の取得率を 

０％→30％にする。 


